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日アセアン包括的経済連携協定(以下「日アセアン協定」)の附属書二・品目別規則（以下「品目別規則」）が改

定され、2023年3月1日に発効いたします。これに先立ちJAFTASでは2022年11月11日より改定後の品目別規

則を適用した「日アセアン包括的経済連携協定2017」による輸出品/構成品登録、依頼送信、原産資格調査をス

タートさせます。ただし、本改定に関する日本における具体的な運用指針には未確定な部分があり、今後の関係各

所の動向により変わる可能性がございます。万が一運用に変更が生じた場合は、JAFTASサポートデスクより速やかにお

知らせ致しますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2023年3月1日より、日アセアン協定のHSコードの年次がHS2002からHS2017へ変更となります*¹。

それに伴い、一部の品目においてHSコードや品目別規則が変更になる可能性がございます。

貴社の輸出品について以下の点をご確認いただき、必要に応じて生産者様へ再調査の依頼や、日本商工会議所の

お手続きを行ってください。

１-1．品目別規則の年次変更

2023年3月1日以降に発給された特定原産地証明書は、HS2017に基づく表記となります（2023年3月1日以

降に遡及発給された特定原産地証明書も同様です*²）。

2023年2月末までに発給された特定原産地証明書は、発給から1年以内であればHS2002の表記でも輸入国で

受け入れられます*³。

１-2．原産地証明書について

*1 日アセアン協定 附属書二 品目別規則 第二項 「この附属書における記載は、二千十七年一月一日に改正された統一システムに従ったものである。」

*2 日アセアン協定 運用上の規則 Rule 17: Transitional Provisions Incidental to the Amendment of Annex 2をご参照ください。

*3 日アセアン協定 附属書四 運用上の証明手続 第四規則 原産地証明書の有効性
1.原産地証明書は、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体による発給の日から一年以内に、輸入締約国の税関当局に提出するものと
する。
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2022年11月10日のシステムメンテナンスにて、HS2017の品目別規則を「日アセアン包括的経済連
携協定2017」として追加いたします*⁴。既存の「日アセアン協定」は2023年3月1日以降、ご選択いただけ

なくなります*⁵。※協定コードは「AX」となります。

■2023年2月28日までに「日アセアン協定(HS2002)」で送信された案件については、2023年3月

以降も仕入先様にて受付~調査、回答まで実施いただくことが可能です。

■ただし2023年3月1日以降は、HS2017の調査結果に基づき原産地証明書が発給されます。

2023年3月1日を過ぎて回答を受信していない「日アセアン協定(HS2002)」の依頼がございました

ら、回答者とご相談の上、依頼の取下および「日アセアン協定2017」での再調査をご検討ください。

2-1．移行スケジュール

■ 輸出品のHSコードが変わり、適用される品目別規則が変わる可能性があります。

■ HS2002⇒HS2017でHSコードが変わらなくても、品目別規則が改定されている場合があります。

■ CTC判定の場合、HS2017への変換後に調査対象品と構成品の間で求められるレベルでのHSコードの変
更が起こらない可能性があります。

■ 原産材料として扱っている構成品についても、改定の影響を受ける可能性がありますので、改めて依頼を作成
し原産性をご確認ください。

2-2．過去に日アセアン協定で調査や依頼を行っている場合

*4  2022/11/11~2023/2/28の移行期間は、「日アセアン協定」と「日アセアン協定2017」の両方をご利用いただけます。

*5  過去にJAFTASで「日アセアン協定」にて作成した調査ID・依頼ID・回答IDの内容は 2023年3月以降も閲覧いただけます。

◆日アセアン協定にて、過去に日商へ原産品判定を行っている場合

「日アセアン協定2017」にて原産性が維持されていることを確認できましたら、日本商工会議所へお手続きいただく

ことで以前の判定番号をそのまま利用することができます。手続きの詳細については日本商工会議所の公表をお待

ちください。

日・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）協定におけるHS2017 に従った品目別規則の採択について

2．JAFTASにおける対応に関して

移行期間4ヶ月

利用終了日アセアン協定  

2023/3/12022/11/11

日アセアン協定2017

「日アセアン包括的経済連携協定2017」でFTA対象品登録の上、

改めて原産資格調査や依頼を行っていただくことを推奨いたします

https://www.jcci.or.jp/20220825aseanhs.pdf
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2-3．「日アセアン協定2017」で調査や依頼を作成する方法

「日アセアン協定2017」は（E/P）メニューより新規で登録を進めることも可能ですが、過去に「日アセアン協定」で

原産資格調査を実施している場合は、「複製」機能をご利用いただくと各種入力の手間を省くことができます。

※インポートを行う場合の協定コードは「AX」です。

*6 過去に作成した輸出品/構成品IDを複製する機能です。過去に実施した「日アセアン協定」の登録内容をコピーし、「日アセアン協定2017」用に新規で輸
出品/構成品IDを作成することができます。なお、輸出品/構成品IDのステータスが‟確定済“の場合、「再調査」ボタンが表示されますが、こちらの機能では
協定の変更ができませんのでご留意ください。

*7 誤ったHS年版で調査や依頼を作成することを防ぐため、FTA対象品(E/P)の編集画面にて協定を変更すると、HSコード欄が空欄となります。

*8 過去に作成した調査IDを複製する機能です。過去に実施した「日アセアン協定」の調査内容をコピーし、「日アセアン協定2017」用に新規で調査IDを作
成することができます。複製元の調査IDで作成した構成品の依頼IDは引き継がれません。

*9 過去に「日アセアン協定」で調査を実施している場合も、依頼の区分が「新規」となります。区分については操作マニュアルA) 回答の機能 A1)をご参照くだ
さい。

◆FTA対象品（輸出品/構成品）の複製方法*⁶

① FTA対象品（E/P）詳細画面で「輸出品 複製」をク

リックしますと、複製元の情報がコピーされた新規のIDが

作成されます

② 「編集」ボタンをクリックし、FTA対象品（E/P）編集画

面で、協定を「日アセアン包括的経済連携協定2017」

へ変更、HSコードにHS2017のHSコードを入力し「更

新」をクリックします*⁷

➤内製品は③へ、外製品は⑥へお進みください

◆内製品の場合：原産資格調査の複製方法*⁸

③ ②の操作後、 FTA対象品（E/P）詳細画面で「原産

資格調査 複製」をクリックします

④ 表示されるモーダルで、過去に実施した「日アセアン協

定」の調査IDを検索し、選択します

⑤ 選択した過去の調査IDの生産および構成品情報がコ

ピーされた新規のIDが作成されます

◆外製品の場合：コメントを記載し、回答者へ依頼を送信

⑥ ②の操作後、 新規で依頼を作成します*⁹

⑦ 依頼送信前に調査依頼・回答受信（R）の編集画面

にて、依頼者メッセージ欄へ、品目別規則の改定に伴う

再調査であることをご記載ください

※日本商工会議所へのお手続きの内容等、必要に応じてJAFTAS外でも回答者とご相談の上、ご対応をお願いいたします

「日アセアン協定2017」
へ変更

HS2017の
HSコードを入力

原産資格調査 複製

複製後の調査IDの構成品は、複製元と
同じHS年版です。必ずHS2017へ

変更するようにしてください

輸出品 複製 構成品 複製

「日アセアン協定2017」の再調査には「複製」機能のご利用がお奨めです！

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf


Ⓒ Tokyo Kyodo Trade Compliance Co., Ltd.
4

「日アセアン協定」で判定をした場合

・ 改定前の品目別規則（HS2002）での判定

・ 協定名には「日アセアン協定」と記載

「日アセアン協定2017」で判定した場合

・ 改定後の品目別規則（HS2017）での判定

・ 協定名には、「日アセアン協定2017」と記載

2-4．出力帳票の表記について

◆対比表・計算ワークシート

◆サプライヤー証明書

「日アセアン協定」で判定をした場合

・ 改定前の品目別規則（HS2002）での判定

・ 誓約文には「日アセアン協定」と記載

「日アセアン協定2017」で判定した場合

・ 改定後の品目別規則（HS2017）での判定

・ 誓約文には、「日アセアン協定2017」と記載
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HSコードのコンバージョン（変換）は以下のサイトにてご確認いただけますす*¹⁰。

WCO 「HS Tracker」を基に加工して作成 https://hstracker.wto.org/

① HS Trackerにアクセス
https://hstracker.wto.org/

② 下記をクリック
「Subheading visualizer」

③ HSコード（6桁）を入力
「Select or type HS Code」

④ 該当HSコードの番号の
各年次における変遷が表示される

【STEP1】 HS Trackerでコンバージョン

⑤ HS8302.10は
番号に変更がないことを確認

⑥ HS LABにアクセス
Tariff Search (jaftas.jp)

HS Correspondence tables（UN）：HS2002⇔HS2017のコンバージョンを一覧で確認できます

 HS Tracker（WCO）： 最新年次版のHSコードをキーに、HSコード分類（番号）の変遷を確認できます

◆JAFTASサポートデスクお奨めの確認方法

【STEP2】 HS LABでHS品目表の規定を確認

⑦ HS年版を2017に設定し、
品目表の規定を確認

（例）蝶番（ヒンジ）のHSコードを
コンバージョンする場合
HS2002：8302.10

*10 輸入貨物のHSコードの正確性については輸入国税関が最終的な判断を下します。コンバージョンによりHSコードの分類が大きく変化する場合には、輸入
者（輸入国）へご確認いただくことを推奨します。

ｙ

HS年版およびHSコードで検索

3． HS2002 ⇒ HS2017 コンバージョン方法のご案内

https://hstracker.wto.org/
https://hstracker.wto.org/
https://jaftas.jp/hscode/user/list.php
https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/tables/HS2017toHS2002ConversionAndCorrelationTables.xlsx
https://hstracker.wto.org/
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ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ の

モノづくり

その先へ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル

https://jaftas.jp/

03-5219-8761

jaftas_support@tktc.co.jp

お気軽にお問合せください JAFTASサポートデスク

平日 10:00 〜 17:00(12:00 〜 13:00を除く)
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https://jaftas.jp/
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